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改
革
の
流
れ
と
16
年
度
改
正

　

日
本
の
法
人
税
負
担
の
高
さ
は
、
日
本

の
立
地
競
争
力
、
お
よ
び
国
内
企
業
の
競

争
力
を
弱
め
経
済
成
長
を
抑
制
す
る
も
の

と
し
て
、
税
率
の
引
き
下
げ
が
長
ら
く
主

張
さ
れ
て
き
た
。
日
本
の
国
税
法
人
税
率

は
、
1
9
8
0
年
代
ま
で
40
%
を
超
え
て

い
た
が
、
90
年
代
以
降
、
徐
々
に
引
き
下

げ
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
法
人
税
率
を

引
き
下
げ
、
課
税
ベ
ー
ス
を
拡
大
す
る
と

い
う
国
際
的
な
潮
流
に
従
っ
た
も
の
だ
が
、

近
年
に
お
い
て
も
、
法
人
税
率
の
引
き
下

げ
と
課
税
ベ
ー
ス
拡
大
は
「
成
長
志
向
の

法
人
税
改
革
」
と
し
て
、
日
本
再
興
戦
略

等
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
き
た
。

2
0
1
6
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、
目
標

と
さ
れ
て
き
た
法
人
実
効
税
率
の
「
20
％

台
」
が
い
よ
い
よ
実
現
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。

　

近
年
の
諸
外
国
の
法
人
実
効
税
率
の
推

移
を
見
る
と
、
ド
イ
ツ
が
52
・
03
％

（
2
0
0
0
年
）
か
ら
29
・
66
％
（
15
年
）

に
引
き
下
げ
、
英
国
が
30
％
（
2
0
0
0

年
）
か
ら
20
％
（
15
年
）
に
引
き
下
げ
る

な
ど
、
実
効
税
率
の
引
き
下
げ
が
国
際
的

な
潮
流
に
な
っ
て
い
る
（
図
表
1
）。
こ

う
し
た
法
人
実
効
税
率
の
引
き
下
げ
は
、

課
税
ベ
ー
ス
拡
大
と
併
せ
て
行
わ
れ
て
お

り
、
日
本
の
法
人
税
改
革
は
国
際
的
な
ト

レ
ン
ド
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

16
年
度
税
制
改
正
で
は
、
経
済
の
好
循

環
を
確
実
な
も
の
と
し
、
企
業
の
収
益
力

向
上
と
国
内
投
資
・
賃
金
引
き
上
げ
を
促

す
観
点
か
ら
、「
成
長
志
向
の
法
人
税
改

革
」
を
推
進
し
、
実
効
税
率
の
引
き
下
げ

と
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
が
盛
り
込
ま
れ
た

（
図
表
2
）。

　

国
と
地
方
を
合
わ
せ
た
15
年
度
の
法
人

実
効
税
率
は
32
・
11
%
だ
が
、
そ
れ
を
16

年
度
に
29
・
97
%
に
、
18
年
度
に
29
・

74
%
に
引
き
下
げ
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ

た
。
具
体
的
に
は
、
現
在
23
・
9
％
で
あ

る
国
税
法
人
税
率
が
16
年
度
に
23
・
4
%

に
、
18
年
度
に
23
・
2
%
に
引
き
下
げ
ら

れ
る
。
ま
た
、
現
在
6
・
0
％
で
あ
る
法

人
事
業
税
の
所
得
割
率
が
16
年
度
に
は

3
・
6
%
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
。

　

課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
措
置
に
つ
い
て
は
、

外
形
標
準
課
税
の
拡
大
や
欠
損
金
繰
越
控

除
の
見
直
し
、
減
価
償
却
の
見
直
し
、
租

税
特
別
措
置
の
見
直
し
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

外
形
標
準
課
税
に
つ
い
て
は
、
法
人
事
業

税
の
所
得
割
率
の
引
き
下
げ
に
伴
い
、
法

人
事
業
税
の
付
加
価
値
割
率
、
お
よ
び
資

本
割
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
。
欠
損
金
繰

　
わ
が
国
で
は
、
法
人
税
率
の
高
さ
が
国
際
競
争
力
と
経
済
成
長
を
阻
害
し
て
い
る
と
の
認
識
か
ら
、
引
き
下
げ
に
向
け

た
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
政
府
が
現
在
ま
で
に
取
り
組
ん
で
き
た
法
人
税
改
革
を
概
観
す
る
と
と
も

に
「
成
長
志
向
の
法
人
税
改
革
」
の
一
環
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
る
2
0
1
6
年
度
税
制
改
正
の
内
容
を
紹
介
す
る
。
次

に
、
①
法
人
税
負
担
と
経
済
成
長
②
外
形
標
準
課
税
の
拡
大
③
制
度
の
安
定
性
─
と
い
う
三
つ
の
視
点
か
ら
、
今
ま
で
の

法
人
税
改
革
を
評
価
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
あ
る
べ
き
方
向
性
と
残
さ
れ
た
課
題
を
指
摘
す
る
（
脚
注
①
）。

法
人
税
改
革
の
到
達
点
と
課
題

国
際
競
争
力
強
化
へ
三
つ
の
視
点

三
菱
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越
控
除
に
つ
い
て
は
、
15
年
度
税
制
改
正

に
よ
り
15
・
16
年
度
は
当
該
年
度
の
黒
字

の
65
%
が
控
除
限
度
額
、
17
年
度
以
降
は

50
%
が
控
除
限
度
額
と
な
っ
て
い
た
が
、

今
般
の
改
正
に
よ
り
、
15
年
度
は
65
％
、

16
年
度
は
60
％
、
17
年
度
は
55
％
、
18
年

度
以
降
は
50
%
に
見
直
さ
れ
る
。
ま
た
、

減
価
償
却
に
つ
い
て
は
、
建
物
附
属
設

備
・
構
築
物
の
償
却
方
法
が
定
額
法
に
一

本
化
さ
れ
る
。
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て

は
、
生
産
性
向
上
設
備
投
資
促
進
税
制
の

縮
減
・
廃
止
や
環
境
関
連
投
資
促
進
税
制
、

雇
用
促
進
税
制
の
見
直
し
が
な
さ
れ
る
。

　

16
年
度
税
制
改
正
に
伴
う
法
人
税
改
革

の
増
減
収
額
は
、
法
人
実
効
税
率
の
引
き

下
げ
に
よ
っ
て
6
3
3
0
億
円
の
減
収
と

な
る
が
、
外
形
標
準
課
税
の
拡
大
や
租
税

特
別
措
置
の
見
直
し
等
に
よ
っ
て

6
2
7
0
億
円
の
増
収
と
な
り
、
ネ
ッ
ト

で
は
60
億
円
の
減
税
に
な
る
と
見
込
ま
れ

て
い
る
。

改
革
の
視
点

　

①
法
人
税
負
担
と
経
済
成
長

　

こ
の
よ
う
に
日
本
で
は
、
課
税
ベ
ー
ス

を
拡
大
し
な
が
ら
法
人
実
効
税
率
の
引
き

下
げ
が
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
実
効
税
率

の
水
準
は
先
進
諸
国
で
も
高
い
と
は
言
え

な
く
な
っ
て
き
て
い
る
（
図
表
1
）。
し

か
し
な
が
ら
、
法
人
税
改
革
を
評
価
す
る

た
め
に
は
、
法
人
税
が
そ
も
そ
も
ど
う
い

っ
た
性
質
を
有
す
る
税
で
あ
る
か
を
検
討

す
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。
例
え
ば
、

Arnold

（
2
0
0
8
）
は
、
経
済
協
力

開
発
機
構
（
O
E
C
D
）
諸
国
の
デ
ー
タ

を
用
い
た
実
証
分
析
に
よ
り
、
所
得
税
、

法
人
税
、
消
費
税
、
固
定
資
産
税
の
中
で
、

経
済
成
長
に
対
し
て
最
も
悪
影
響
を
及
ぼ

す
の
が
法
人
税
で
あ
り
、
次
い
で
所
得
税
、

消
費
税
、
固
定
資
産
税
の
順
で
あ
る
と
結

論
付
け
て
い
る
。
佐
藤
（
2
0
1
0
）
も

O
E
C
D
諸
国
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
分
析

を
行
い
、
法
人
実
効
税
率
の
引
き
下
げ
が

対
内
直
接
投
資
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
確

認
し
て
い
る
。
ま
たN

utahara

（
2
0
1
3
）
は
日
本
の
ラ
ッ
フ
ァ
ー
カ

ー
ブ
（
税
率
と
税
収
の
関
係
を
表
し
た
曲

線
）
を
税
目
別
に
推
計
し
た
結
果
、
政
府

の
税
収
を
所
与
と
し
て
経
済
厚
生
を
最
大

化
す
る
よ
う
な
消
費
税
・
労
働
所
得
税
・

資
本
所
得
税
（
法
人
税
が
そ
の
一
部
に
含

ま
れ
る
）
の
組
み
合
わ
せ
を
考
え
る
と
、

労
働
所
得
税
お
よ
び
資
本
所
得
税
を

ゼ
ロ
に
し
て
消
費
税
で
全
て
の
収
入

を
賄
う
の
が
最
も
望
ま
し
い
政
策
で

あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。

　

あ
る
べ
き
税
制
を
、
経
済
成
長
や

効
率
性
の
観
点
の
み
か
ら
論
じ
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
法
人
税
が
経
済

成
長
を
抑
制
す
る
可
能
性
の
高
い
税

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
国
際
的
に

も
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
出
来
つ
つ
あ
り
、

法
人
実
効
税
率
を
さ
ら
に
引
き
下
げ

る
こ
と
が
望
ま
し
い
方
向
性
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
日
本
の
法
人
税
改
革
は
、

実
効
税
率
の
引
き
下
げ
と
課
税
ベ
ー

ス
拡
大
が
セ
ッ
ト
で
進
め
ら
れ
て
き

た
が
、
課
税
ベ
ー
ス
拡
大
の
余
地
は

徐
々
に
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。
我
が

国
の
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
る

と
、
当
然
、
恒
久
減
税
に
は
恒
久
財

源
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
法
人
税
の
枠
内
で
の
み
税

収
中
立
を
図
る
こ
と
は
徐
々
に
困
難

な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る

と
、
日
本
の
国
際
競
争
力
と
財
政
健
全
化

を
両
立
で
き
る
よ
う
、
法
人
税
の
枠
内
に

と
ど
ま
る
改
革
で
は
な
く
、
他
の
税
目
も

含
め
た
税
制
全
体
の
枠
組
み
の
中
で
、
法

人
税
改
革
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

②
外
形
標
準
課
税
の
拡
大

ドイツ
55
（法人実効税率：％）
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（出所）OECD Tax Database、2016年度税制改正大綱

〈図表1〉法人実効税率の推移
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付加
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課
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※いずれの年度も標準税率
※2011年度から2016年度までの「法人事業税 所得割率」は、地方法人特別税を含む
※2012年度、2013年度の「法人実効税率」、「国税法人税率」は、復興特別法人税分を含む
（出所）財務省ホームページ等を参考に作成

〈図表2〉2016年度税制改正による法人税率の推移



62016.4.4［月］　金融財政ビジネス　第3種郵便物認可

　

近
年
の
法
人
税
改
革
を
評
価
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
外
形
標
準
課
税
、
と
り
わ
け

付
加
価
値
割
の
拡
大
を
ど
う
考
え
る
か
が

重
要
で
あ
る
。
03
年
度
ま
で
の
法
人
事
業

税
は
所
得
割
の
み
だ
っ
た
が
、
04
年
度
に

税
率
0
・
48
％
で
付
加
価
値
割
が
導
入
さ

れ
、
15
年
度
に
は
0
・
72
％
と
な
り
、
16

年
度
以
降
は
1
・
20
％
と
徐
々
に
引
き
上

げ
ら
れ
て
き
て
お
り
、
税
の
性
質
が
変
容

し
て
き
て
い
る
。
付
加
価
値
を
課
税
ベ
ー

ス
と
す
る
税
と
し
て
は
消
費
税
が
あ
る
が
、

消
費
税
と
法
人
事
業
税
の
付
加
価
値
割
の

違
い
を
整
理
し
た
も
の
が
図
表
3
で
あ
る
。

　

消
費
税
と
付
加
価
値
割
の
第
一
の
違
い

は
、
課
税
ベ
ー
ス
の
計
算
方
法
で
あ
る
。

消
費
税
に
お
け
る
付
加
価
値
は
売
り
上
げ

か
ら
仕
入
れ
（
設
備
投
資
を
含
む
）
を
除

い
て
計
算
さ
れ
る
「
控
除
型
」
だ
が
、
付

加
価
値
割
の
場
合
は
損
益
に
給
与
総
額
、

純
支
払
利
子
、
お
よ
び
純
支
払
賃
貸
料
を

足
し
て
計
算
さ
れ
る
「
加
算
型
」
で
あ
る
。

従
っ
て
、
消
費
税
の
場
合
は
設
備
投
資
が

即
時
償
却
さ
れ
る
が
、
付
加
価
値
割
の
場

合
は
減
価
償
却
額
の
み
が
控
除
さ
れ
る
た

め
設
備
投
資
が
抑
制
さ
れ
る
。
第
二
の
違

い
は
課
税
地
原
則
で
あ
る
。
消
費
税
は
仕

向
地
主
義
で
あ
り
最
終
消
費
地
で
課
税
さ

れ
る
の
に
対
し
て
、
付
加
価
値
割
は
源
泉

地
主
義
で
あ
り
、
付
加
価
値
が
発
生
し
た

地
域
で
課
税
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
消
費
税

は
輸
出
の
際
に
免
税
さ
れ
る
た
め
国
際
競

争
力
へ
の
悪
影
響
は
な
い
が
、
付
加
価
値

割
は
輸
出
品
価
格
に
税
が
含
ま
れ
る
た
め

国
際
競
争
力
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
。
加
え

て
源
泉
地
主
義
の
付
加
価
値
割
の
場
合
、

税
収
の
地
域
間
格
差
が
大
き
く
、
地
方
税

と
し
て
望
ま
し
い
性
質
を
有
し
て
い
な
い

と
言
え
る
。

　

第
三
が
適
用
除
外
の
範
囲
で
あ
る
。
消

費
税
は
売
上
高
が
1
0
0
0
万
円
以
下
の

事
業
者
に
つ
い
て
非
課
税
で
あ
り
、
付
加

価
値
割
は
資
本
金
1
億
円
以
下
の
企
業
は

対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

消
費
税
の
非
課
税
範
囲
が
あ
ま
り
広
く
な

い
の
に
対
し
て
、
付
加
価
値
割
が
対
象
外

と
な
る
事
業
者
の
範
囲
は
非
常
に
広
い
。

法
人
事
業
税
の
場
合
、
企
業
規
模
の
大
小

で
ま
っ
た
く
異
な
る
税
制
が
適
用
さ
れ
て

お
り
、
税
制
に
ゆ
が
み
が
生
じ
て
い
る
状

態
だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
法
人
所
得
税
と

比
較
す
る
と
付
加
価
値
税
は
経
済
成
長
促

進
的
な
税
制
で
あ
る
が
、
同
じ
付
加
価
値

を
課
税
ベ
ー
ス
と
す
る
税
で
あ
っ
て
も
、

消
費
税
と
法
人
事
業
税
の
付
加
価
値
割
は

多
く
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
設
備
投
資

へ
の
影
響
や
、
国
際
競
争
力
へ
の
影
響
、

税
収
の
偏
在
性
、
企
業
規
模
に
よ
る
制
度

の
ゆ
が
み
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
付
加
価

値
割
よ
り
も
消
費
税
の
方
が
優
れ
た
税
制

で
あ
り
、
今
後
は
付
加
価
値
割
を
地
方
消

費
税
へ
と
転
換
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し

い
方
向
性
だ
ろ
う
。

　

③
制
度
の
安
定
性

　

今
後
の
法
人
税
改
革
を
展
望
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
今
ま
で
の
改
革
で
は
顧
み
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
「
制
度
の
安
定
性
」
と

い
う
視
点
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
く

る
と
考
え
ら
れ
る
。
企
業
は
長
期
的
な
見

通
し
に
立
っ
て
事
業
を
行
う
た
め
、
法
人

税
制
を
含
む
税
制
度
を
頻
繁
に
見
直
す
こ

と
は
望
ま
し
く
な
い
。
森
川（
2
0
1
6
）

は
企
業
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
て

お
り
、
85
・
9
％
の
企
業
が
税
制
は
不
確

実
性
の
高
い
政
策
だ
と
回
答
し
て
お
り
、

93
・
9
％
の
企
業
が
経
営
へ
の
影
響
が
あ

る
と
回
答
し
て
い
る
。
ま
た
、
政
策
の
不

確
実
性
が
影
響
す
る
経
営
上
の
意
思
決
定

と
し
て
は
「
設
備
投
資
」
と
回
答
し
て
い

る
企
業
が
66
・
2
％
に
達
し
て
い
る
。
政

策
の
不
確
実
性
が
高
ま
る
と
、
設
備
投
資

や
研
究
開
発
投
資
の
よ
う
に
一
度
実
行
し

て
し
ま
う
と
後
戻
り
し
に
く
い
よ
う
な
経

営
上
の
意
思
決
定
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
が
、
森
川
氏
に
よ
る
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
は
こ
う
し
た
予
想
を
裏
付
け
て

い
る
と
言
え
る
。
ま
たBaker et al

（
2
0
1
3
）
は
米
国
に
お
け
る
「
政
策

の
不
確
実
性
指
標
」
を
構
築
し
た
上
で
実

証
分
析
を
行
い
、「
税
制
の
失
効
」
等
の

政
策
の
不
確
実
性
指
標
の
上
昇
が
設
備
投

資
を
は
じ
め
と
し
た
経
済
活
動
を
抑
制
し

た
と
結
論
付
け
て
い
る
。G

uellec and 

van Pottelsberghe

（
2
0
0
0
）
も

O
E
C
D
諸
国
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
分
析

し
た
結
果
、
研
究
開
発
税
制
や
補
助
金
制

度
の
不
安
定
性
が
高
ま
る
と
、
民
間
の
研

究
開
発
投
資
が
抑
制
さ
れ
る
こ
と
を
確
認

し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
る
と
、
法
人
税

制
に
つ
い
て
も
制
度
の
安
定
性
を
確
保
し

付加価値の
計算方法 課税地原則

消費税

付加
価値割

国際競争力
への悪影響

地域間の
税収格差

適用除外

控除型
（消費課税）仕向地主義 なし 小さい

売上高
1000万円以下
の事業者は免税

加算型
（生産課税）源泉地主義 ある 大きい

資本金1億円以下
の中小企業は
対象外

（出所）森信（2015）および鈴木（2014）を参考に作成

〈図表3〉消費税と法人事業税付加価値割の比較
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て
い
く
こ
と
の
重
要
性
が
示
唆
さ
れ
る
。

日
本
に
お
い
て
、
税
制
の
不
確
実
性
を
高

め
て
い
る
要
因
と
し
て
は
租
税
特
別
措
置

制
度
が
挙
げ
ら
れ
る
。
租
税
特
別
措
置
は
、

特
定
の
者
の
税
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
な

ど
に
よ
り
、
政
策
目
的
の
実
現
に
向
け
て

経
済
活
動
を
誘
導
す
る
手
段
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
。
租
税
特
別
措
置
は
、
政
策

誘
導
の
手
段
と
し
て
優
れ
て
い
る
一
方
、

政
策
効
果
の
検
証
を
経
な
い
ま
ま
継
続
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
批

判
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
10
年

度
税
制
改
正
に
お
い
て
「
租
税
特
別
措
置

の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法

律
」
が
制
定
さ
れ
、
政
府
は
毎
年
度
、
租

税
特
別
措
置
の
適
用
実
態
を
調
査
し
、
国

会
に
報
告
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
政

策
効
果
を
精
緻
に
検
証
し
、
効
果
の
認
め

ら
れ
な
い
措
置
を
廃
止
す
べ
き
こ
と
は
当

然
で
あ
る
が
、
政
策
の
不
確
実
性
が
経
済

活
動
に
悪
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
踏

ま
え
る
と
、
安
定
的
な
制
度
運
用
と
い
う

視
点
も
今
後
の
法
人
税
改
革
で
は
欠
か
せ

な
い
。

　

実
際
に
諸
外
国
で
は
、
制
度
の
安
定
性

に
配
慮
し
た
税
制
が
構
築
さ
れ
て
き
て
い

る
。
例
え
ば
米
国
や
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
か

つ
て
は
時
限
措
置
だ
っ
た
研
究
開
発
税
制

が
恒
久
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
オ
ラ
ン
ダ

で
は
、
01
年
か
ら
事
前
税
務
裁
定
お
よ
び

事
前
価
格
合
意
を
制
度
化
し
て
い
る
。
事

前
税
務
裁
定
は
、
税
制
の
適
用
の
可
否
や

利
益
配
分
な
ど
、
国
際
的
な
企
業
組
織
に

特
有
の
税
務
に
つ
い
て
、
経
済
取
引
の
事

前
の
段
階
で
企
業
と
税
務
当
局
が
合
意
を

す
る
も
の
で
あ
り
、
事
前
価
格
合
意
は
移

転
価
格
の
妥
当
性
に
つ
い
て
経
済
取
引
の

事
前
の
段
階
で
合
意
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

事
前
税
務
裁
定
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
で

も
同
様
の
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
る
（
脚

注
②
）。

　

こ
う
し
た
諸
外
国
の
取
り
組
み
を
参
考

に
し
な
が
ら
、
日
本
で
も
安
定
性
を
高
め

不
確
実
性
を
減
じ
る
よ
う
な
法
人
税
制
改

革
が
重
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
日
本
に
お
け
る
法
人
税
改

革
の
流
れ
と
16
年
度
税
制
改
正
の
内
容
を

紹
介
す
る
と
と
も
に
、
①
法
人
税
負
担
と

経
済
成
長
②
外
形
標
準
課
税
の
拡
大
③
制

度
の
安
定
性
─
と
い
う
三
つ
の
視
点
か
ら

法
人
税
改
革
の
評
価
と
今
後
の
課
題
を
整

理
し
て
き
た
。
主
要
な
点
は
次
の
通
り
で

あ
る
。

　

日
本
で
は
、
法
人
実
効
税
率
を
引
き
下

げ
、
課
税
ベ
ー
ス
を
拡
大
す
る
と
い
う
方

向
で
法
人
税
改
革
が
進
ん
で
き
た
。
こ
れ

は
国
際
的
な
ト
レ
ン
ド
に
従
っ
た
も
の
で

あ
り
、
法
人
税
負
担
が
経
済
成
長
を
抑
制

す
る
可
能
性
が
高
い
事
を
踏
ま
え
る
と
、

日
本
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
改
革
だ
っ

た
と
評
価
で
き
る
。
そ
の
裏
側
で
、
外
形

標
準
課
税
が
拡
大
し
て
き
て
い
る
が
、
法

人
事
業
税
の
付
加
価
値
割
は
、
同
じ
「
付

加
価
値
」
を
課
税
ベ
ー
ス
と
す
る
消
費
税

に
比
べ
て
、
多
く
の
点
で
劣
後
し
た
税
制

で
あ
る
と
言
え
る
。

　

経
済
の
活
性
化
と
い
う
視
点
か
ら
考
え

る
と
、
法
人
税
負
担
の
さ
ら
な
る
抑
制
が

重
要
と
な
る
が
、
法
人
税
の
枠
内
で
の
み

税
収
中
立
を
図
る
こ
と
は
徐
々
に
困
難
な

も
の
と
な
っ
て
お
り
、
今
後
は
他
の
税
目

も
含
め
た
税
制
全
体
の
枠
組
み
の
中
で
、

法
人
税
改
革
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ

の
際
、
外
形
標
準
課
税
に
つ
い
て
は
地
方

消
費
税
化
し
て
い
く
と
共
に
、
税
制
全
体

の
安
定
性
に
配
慮
し
た
制
度
設
計
が
求
め

ら
れ
る
。

脚
注

　

①
本
稿
は
、
税
制
改
正
関
連
法
案
が
衆

院
で
可
決
し
、
参
院
で
審
議
中
の
時
点
で

執
筆
し
た
も
の
で
あ
り
、
記
載
内
容
は
衆

院
で
の
可
決
内
容
に
基
づ
い
て
い
る
点
に

留
意
さ
れ
た
い
。

　

②
米
国
や
オ
ラ
ン
ダ
の
法
人
税
改
革
に

つ
い
て
は
小
林
他
（
2
0
1
5
）
も
参
照

さ
れ
た
い
。
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